
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年１２月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１月１７日 １０時００分ごろ 

発生場所 山口県下関市蓋
ふたお

井
い

島東北東方沖 

 蓋井島灯台から真方位０６２°４.２海里付近 

 （概位 北緯３４°０７.８′ 東経１３０°５１.４′） 

事故の概要 漁船春日
か す が

丸は、南進中、また、プレジャーボートシルフィードは、

漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年１月１９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 春日丸、４.７トン 

    ＹＧ３－６１３１２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９１－３０４３８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート シルフィード、５トン未満（長さ１１.９７

ｍ） 

   ２８０－３１６８３山口、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、約４ノットの対地速力で、さ

わら引き縄漁を行いながら南進中、突然、衝撃を受けた。 

船長Ａは、付近で１００隻ほどの漁船が引き縄漁を行っており、こ

れらの漁船の動静が気になり、衝突するまでＢ船に気付かなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、流し釣りを行

う目的で、機関を停止して漂泊中、突然、衝撃を受けた。 

船長Ｂは、生けすに水を入れる作業をしていてＡ船の接近に気付か

なかった。 

分析 Ａ船は、船長Ａが付近で引き縄漁を行っている漁船の動静が気にな

り、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付

かずに航行したものと考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが生けすに水を入れる作業をしていて周囲の見張り

を適切に行っていなかったことから、Ａ船の接近に気付かずに漂泊を

続けたものと考えられる。 



 

原因 本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが付近で引き縄漁

を行っている漁船の動静が気になり、船首方の見張りを適切に行って

おらず、また、船長Ｂが生けすに水を入れる作業をしていて周囲の見

張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

 


